
　返納については、今後さらに回収に努めるとともに、被保険者の資格喪失に際しては、

被保険者証の回収に十分注意します。

　平成　　年　　月　　日

印

注意事項　 この届出は、被保険者の所在不明により被保険者証が回収できないため、または、
再三の返納督促にかかわらず被保険者証を返納しないため、「被保険者資格喪失届」

に添付できない場合に提出するものです。
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